
千葉県工業生産動態統計調査規則の一部を改正する規則（案）の概要 
 
 
１ 改正理由 
   千葉県工業生産動態統計調査規則（以下「規則」という。）では、本県の工業生

産の動態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るため、千葉県工業生産

動態統計調査に関し必要な事項を定めています。 
   この規則では、調査対象の生産品目を別表で定めていますが、変動する経済情勢

を的確に反映させるため、生産品目を見直し、規則の一部を改正しようとするもの

です。 
   なお、今回の規則改正を踏まえ、千葉県工業生産動態統計調査で得られた結果等

を基に作成している千葉県鉱工業指数についても、平成２２年基準から平成２７年

基準への改定作業（５年に１度）を行います。 
 
２ 改正内容 

調査対象品目の変更（追加・削除） 
（１）追加 

「砂糖」「乳飲料」「集成材」 
 

（２）削除 
「水産缶詰」「水あめ」「清酒」「コーヒー」「一般製材」 
「電力※」「ガス※」 

 
※ 「電力」と「ガス」は鉱工業ではありませんが、参考に公表していたものです。 

 
３ 施行期日 

平成３０年１０月１日（予定） 


